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新 旧 備考 

貿易一般保険包括保険（機械設備・鉄道システム・船舶：特定

２年未満案件） 

手続細則 

 

平成29年４月１日 17‐制度‐00033 
沿革 （略） 

令和８年３月26日 一部改正 

 

貿易一般保険包括保険（機械設備）特約書、貿易一般保険包括保険

（鉄道システム）特約書及び貿易一般保険包括保険（船舶）特約書（以

下「貿易一般保険包括保険（設備財）特約書」という。）の対象とな

る契約（以下「対象契約」という。）のうち、別表１に定める一の契

約に該当するもの（以下「特定２年未満案件」という。）に係る手続

については、次に定めるところによる。 

 

貿易一般保険包括保険（機械設備・鉄道システム・船舶：特定

２年未満案件） 

手続細則 

 

平成29年４月１日 17‐制度‐00033 
沿革 （略） 

 

貿易一般保険包括保険（機械設備）特約書、貿易一般保険包括保険

（鉄道システム）特約書及び貿易一般保険包括保険（船舶）特約書（以

下「貿易一般保険包括保険（設備財）特約書」という。）の対象とな

る契約（以下「対象契約」という。）のうち、別表１に定める一の契

約に該当するもの（以下「特定２年未満案件」という。）に係る手続

については、次に定めるところによる。 

 

 

附 則 

この改正は、令和８年10月１日から実施する。 

  

別表１ 

 

対象契約のうち、貿易一般保険包括保険（２年未満案件）の引受

基準について（平成29年４月１日 17-制度-00079）に定める２年未

満案件に該当する一の契約。ただし、次に掲げるものを除く。 

１.～12. （略） 

13. ストックセールスに係る対象契約 

14. 日本貿易保険が内容変更等を承認したもの 

15. 貿易一般保険包括保険（機械設備）追加特約書に規定する保険

責任開始日及び保険料に関する特約を適用するもの 

16. 一般案件手続細則によるべきものとして日本貿易保険が認める

もの 

別表１ 

 

対象契約のうち、貿易一般保険包括保険（２年未満案件）の引受

基準について（平成29年４月１日 17-制度-00079）に定める２年未

満案件に該当する一の契約。ただし、次に掲げるものを除く。 

１.～12. （略） 
 

13. 日本貿易保険が内容変更等を承認したもの 

14. 貿易一般保険包括保険（機械設備）追加特約書に規定する保険

責任開始日及び保険料に関する特約を適用するもの 

15. 一般案件手続細則によるべきものとして日本貿易保険が認める

もの 

 

 


